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１ とぴっくす 

 

犬山市コミュニティバスの愛称が 

「わん丸君バス」 に決定！  
 

 犬山市コミュニティバスをより多くの人に親しんでもらい、地

域に愛されるバスとなるよう愛称を募集し、「わん丸君バス」に決

まりました。 
 
「わん丸君バス」は 93 人から提案がありました。その中から抽選で「井戸岳秋（い

どたけあき）さん（池野小学校 6 年）」と、この愛称募集をすることを提案した「小川

天斗（おがわたかと）さん（令和元年度当時犬山中学校 3 年）」に記念品を贈呈しま

す。 
 

贈呈式は、 日時 11 月 29 日（日）午後 3 時から 

      場所 市役所 2 階 204 会議室 

 

【応募】 

市内在住の小中学生から総数

681 件の応募がありました。 
 

【1 次選考】 

犬山市地域交通会議委員により

13 案に絞り込みました。 
 

【2 次選考】 

最終候補 13 案のうち一番良いと思われる案に、市内在住の小中学生が投票し、得票数

の一番多かった「わん丸君バス」に決定しました。 
 

【愛称の利用】 

 愛称は、バスの車体や路線図、バス停留所、チラシなどへ順次表示していきます。 
 

【経緯・目的】 

 愛称募集は、令和元年度に犬山中学校で行われた「選挙の大切さを伝える主権者教育

（ワークショップ）意見交換会」で、当時中学３年生の生徒（小川天斗さん）から市長

に提案があり実現したものです。 

 

令和 2 年 9 月定例記者会見の続報です 
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証明書をスマホで申請・決済できる 

サービスを導入します 
 

 スマートフォンとマイナンバーカードを使って、住民票や印鑑

証明書、課税証明書などの証明書を、オンラインで申請して手数

料の支払いまでを行うことができる新しいサービスを導入します。

こうしたサービスの提供は愛知県内で初めてです。 

 

従来型のオンライン申

請では、手数料の支払い機

能がなかったため、郵便小

為替の購入や代引き手数

料が発生し、利用者に手間

や負担がかかるなどの課

題がありましたが、今回導

入するサービスで、これま

での課題を解決します。 

 

１．証明書交付申請サービス開始予定時期 

令和 3 年 1 月から 課税（所得）証明書、納税証明書 

令和 3 年 3 月から 住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部（一部）事項証明書 

※交付手数料は窓口と同じです。 

２．サービス利用の流れ 

マイナンバーカード、スマートフォン（マイナンバーカードが読み取り可能なも

の）、クレジットカードが必要です。 

① 市ホームページからサービスにアクセス 

② 専用アプリをダウンロード（マイナンバーカードの読み取りに使用します。） 

③ メールアドレスの登録を行い申請（Google、LINE アカウントとの連携も可能で

す。） 

④ 市で申請内容の確認後、証明書を郵送（申請後２営業日程度で発送します。た

だし、申請内容に不備がある場合は、申請者と個別に連絡のうえ発送します。） 

 

 

パスワードを入力して  
マイナンバーカードを  

スマホにかざす  

申請内容を入力  クレジッドカードで  
手数料を支払い  
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２ １１月定例議会日程（案） 

議会期間 ２２日間  １１月３０日（月）～１２月２１日（月） 

 

曜日 開議時刻 摘　　　　　要

第 １ 日 １１． ３０ 月 午前１０時
○再　　開　　○会議録署名議員の指名
○議会期間の決定　○諸般の報告
○議案上程説明

第 ２ 日 １２． １ 火 ○精　　読

第 ３ 日 ２ 水 ○精　　読

第 ４ 日 　 ３ 木 ○精　　読

第 ５ 日 　 ４ 金 午前１０時 ○一般質問

第 ６ 日 　 ５ 土 ○休　　会

第 ７ 日 　 ６ 日 ○休　　会

第 ８ 日 　 ７ 月 午前１０時 ○一般質問

第 ９ 日 　 ８ 火 午前１０時 ○一般質問

第 １０ 日 　 ９ 水 午前１０時 ○一般質問

第 １１ 日 　 １０ 木 午前１０時 ○議案質疑

第 １２ 日 　 １１ 金 午前１０時 ○議案質疑　　○委員会付託

第 １３ 日 　 １２ 土 ○休　　会

第 １４ 日 　 １３ 日 ○休　　会

第 １５ 日 　 １４ 月 ○全員協議会

第 １６ 日 　 １５ 火 ○部門委員会

第 １７ 日 　 １６ 水 ○部門委員会

第 １８ 日 　 １７ 木 ○部門委員会

第 １９ 日 　 １８ 金 ○休　　会

第 ２０ 日 　 １９ 土 ○休　　会

第 ２１ 日 　 ２０ 日 ○休　　会

第 ２２ 日 　 ２１ 月 午前１０時
○再　　開　　○委員長報告
○同報告に対する質疑
○討　　論　　○採　　決

日　次 月　日
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３ 提出案件一覧 

 

提出案件数一覧表 

 
 

区 分 件 数 

１ 条  例 
１３ 

（制定１、廃止１、一部改正７、全部改正４） 

２ 単  行 １ 

３ 補正予算 
８ 

（一般会計１、特別会計５、事業会計２） 

計 ２２ 
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令和２年１１月定例議会 提出議案一覧表 

 

令和２年１１月３０日  

 

第８７号議案  東ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の制定につい

て 

第８８号議案  犬山市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護

予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の廃止に

ついて 

第８９号議案  犬山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について 

第９０号議案  犬山市の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について 

第９１号議案  犬山市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

第９２号議案  犬山市職員の給与に関する条例の一部改正について 

第９３号議案  犬山市遺児手当支給条例の一部改正について 

第９４号議案  犬山市心身障害者更生施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

第９５号議案  犬山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の全部改正について 

第９６号議案  犬山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の全部

改正について 

第９７号議案  犬山市地域包括支援センターの事業の人員に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

第９８号議案  犬山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の全部改正について 
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第９９号議案  犬山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

等を定める条例の全部改正について 

第１００号議案  犬山市心身障害者更生施設に係る指定管理者の指定について 

第１０１号議案  令和２年度犬山市一般会計補正予算（第１１号） 

第１０２号議案  令和２年度犬山市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

第１０３号議案  令和２年度犬山市犬山城費特別会計補正予算（第２号） 

第１０４号議案  令和２年度犬山市木曽川うかい事業費特別会計補正予算（第３

号） 

第１０５号議案  令和２年度犬山市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

第１０６号議案  令和２年度犬山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

第１０７号議案  令和２年度犬山市水道事業会計補正予算（第２号） 

第１０８号議案  令和２年度犬山市下水道事業会計補正予算（第２号） 
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４ 条例案件等 

◎ 条 例 

市民部 地域協働課 

《制 定》 

○ 東ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の制定について（第８７号議

案） 
 

【趣旨】 

東ふれあいセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、条例を制定

するもの。 
 

【内容】 

令和３年４月１日より羽黒東部老人憩の家の用途を変更し、子どもから高齢者ま

で誰もが利用できる地域のまちづくり拠点施設「東ふれあいセンター」として運用

をする。施設管理は東コミュニティ推進協議会に委託予定。 
 

 変更前(～Ｒ３.３.３１) 変更後(Ｒ３.４.１～) 

名称 羽黒東部老人憩の家 東ふれあいセンター 

利用対象 ６０歳以上 制限なし 

管理委託先 シルバー人材センター 東コミュニティ推進協議会（予定） 

使用料 無料 

無料  

※施設改修（令和４年秋を予定）後は、

地域や施設の活性化を目的に行う利用

（コミュニティ・町内会・老人クラブ・

子供会の活動など）を除き、有料の予定 

利用時間 
午前９時から 

午後５時まで 

午前９時から 

午後９時まで 

休館日 毎週月曜日、１２月２８日から翌年１月３日まで 

 

【目的・効果】 

 ①子どもから高齢者まで幅広い年代の方が様々な目的で利用できる世代交流の場所

を提供する。 

②地域のまちづくり活動の拠点として活用し、地域の活性化を促進する。 

次ページに続く 
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【経過・今後の予定】 

  令和元年度に東コミュニティ推進協議会から活動拠点の要望を受け、それ以降

協議を重ね、同施設を活用することになった。 

今後、同協議会の意向も踏まえ、令和３年度からは、施設を管理運営する中で、

地域住民や利用者等から施設の利活用についての意見集約をした上で改修を行い、

令和４年秋を目途にリニューアルオープンをする予定。 

 

【施行日】 

令和３年４月１日 

 

東部中学校 

羽黒東部老人憩の家→ 

富士橋 

 

←長者町会館 

新郷瀬川 

長者町団地 
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健康福祉部 高齢者支援課 

《廃止・一部（全部）改正》 

○ 犬山市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事

業者の指定に関する基準を定める条例の廃止について（第８８号議案） 

○ 犬山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の全部改正について（第９５号議案） 

○ 犬山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の全部改正について（第９６号議案） 

○ 犬山市地域包括支援センターの事業の人員に関する基準を定める条例の一部改正

について（第９７号議案） 

○ 犬山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の全部改正に

ついて（第９８号議案） 

○ 犬山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

全部改正について（第９９号議案） 

 

【趣旨】 

省令の改正に効率的に対応するため、条例を改正、廃止するもの。 

 

【内容】 

介護保険法に基づく指定を受ける事業者に係る人員等の基準について、条例上の

規定の仕方を下記のとおり改める。（※基準の内容については変更なし。） 

（例）犬山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 

 改正前  

基準となる省令に倣い、全ての項目を省令の規定どおりに記述 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページに続く 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４７条第１項第１号、第

７９条第２項第１号並びに第８１条第１項及び第２項の規定に基づき、法第４６条第１項に規定する指定居宅

介護支援（以下「指定居宅介護支援」という。）等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

    （第２条～第３条 略） 

 （従業者の員数） 

第４条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定居宅介護支援事業所」という。）ごと

に１以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる法第７条第５項に規定する介護支援専門員であって常勤

であるものを置かなければならない。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が３５又はその端数を増すごとに１とする。 

       （第５条～第３２条 略） 

 （委任） 

第３３条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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 改正後  

基準となる省令の規定の例によることとし、個別の項目については記述しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象条例】 

 条 例 名 区分 

① 犬山市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予

防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例 

<第８８号議案> 

廃止 

② 犬山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例             <第９５号議案> 

全部 

改正 

③ 犬山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 <第９６号議案> 

全部 

改正 

④ 犬山市地域包括支援センターの事業の人員に関する基準を定める

条例                    <第９７号議案> 

一部 

改正 

⑤ 犬山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例             <第９８号議案> 

全部 

改正 

⑥ 犬山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例                <第９９号議案> 

全部 

改正 

①の内容については、②及び③の中に含めることとする。 

 

【効果】 

  省令改正の都度、条例を改正する必要がなく、省令改正時における事務の効率化

を図ることができる。 

 

【施行日】 

公布の日 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４７条第１項第１号、第

７９条第２項第１号並びに第８１条第１項及び第２項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準等を定めるものとする。 

第２条 【略】 

 （人員及び運営に関する基準等） 

第３条 この条例に定めるもののほか、第１条の基準等は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準（平成１１年厚生省令第３８号）の定めるところによる。この場合において、同令第２９条第２項（同令第

３０条において準用する場合を含む。）中「２年間」とあるのは、「５年間」と読み替えるものとする。 

 （委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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市民部 市民課 

《一部改正》 

○ 犬山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について（第８９号議案） 

 

【趣旨】 

印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスを導入するため、条例の一部を改正する

もの。 

 

【内容】 

コンビニエンスストア等に設置してある多機能端末機と個人番号カードを利用し

て、印鑑登録証明書の交付をする際の手続きについて、新たに規定を設けるもの。 

  利用開始予定日：令和３年２月１日 

 

○利用方法 

  ①多機能端末機に個人番号カードをセットし、利用者証明用電子証明書の暗証番

号を入力 

  ②希望する証明書（印鑑登録証明書）を選択し、必要部数を入力 

  ③手数料を投入 

  ④印鑑登録証明書を受け取る 

 

○現状 

  市役所及び出張所の各窓口にて印鑑登録証を提示することにより交付している。

その他、郵送及び電子申請による交付申請が可能。 

 

【目的・効果】 

  個人番号カードの個人認証機能を利用することにより、コンビニ等に設置されて

いる多機能端末機から印鑑登録証明書の交付が受けられるようにすることで、利便

性の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

次ページに続く 
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【多機能端末機】（店舗により記載の機種と異なる場合があります） 

 

 

【施行日】 

令和３年２月１日 

 

 

【参考】 

 なお、９月定例記者会見でお知らせしたとおり、住民票の写しのコンビニ交付も２月

から行えるように進めています。 
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経営部 総務課 

《一部改正》 

○ 犬山市の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について

（第９０号議案） 

 

【趣旨】 

本年度の人事院勧告に基づく、国家公務員特別職の給与改定に準じ、市議会議員

の期末手当の額を改定するため、条例の一部を改正するもの。 

 

【内容】 

  期末手当の支給月数の引き下げ（△０．０５月分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和２年度影響額 △６５５，２５６円 

 議 長  △３８，２０８円 

      副議長  △３５，３０８円 

議  員 △５８１，７４０円（一人当たり ３４，２２０円） 

 

【施行日】 

①公布の日 

②令和３年４月１日 

 

 現 行 
改 正 後 

令和２年度…① 令和３年度以降…② 

６月期 １．７月分  １．７月分 １．６７５月分 

１２月期 １．７月分 １．６５月分 １．６７５月分 

計 ３．４月分 ３．３５月分  ３．３５月分 
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経営部 総務課 

《一部改正》 

○ 犬山市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について（第９１号議案） 

 

【趣旨】 

本年度の人事院勧告に基づく、国家公務員特別職の給与改定に準じ、市長、副市

長、教育長の期末手当の額を改定するため、条例の一部を改正するもの。 

 

【内容】 

 期末手当の支給月数の引き下げ（△０．０５月分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和２年度影響額 △１８８，２７１円 

         市 長  △７３，３６０円 

         副市長  △６０，８８０円 

教育長  △５４，０３１円 

 

【施行日】 

①公布の日 

②令和３年４月１日 

 

 現 行 
改 正 後 

令和２年度…① 令和３年度以降…② 

６月期 １．７月分  １．７月分 １．６７５月分 

１２月期 １．７月分 １．６５月分 １．６７５月分 

計 ３．４月分 ３．３５月分  ３．３５月分 
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経営部 総務課 

《一部改正》 

○ 犬山市職員の給与に関する条例の一部改正について（第９２号議案） 

 

【趣旨】 

本年度の人事院勧告に基づく、国家公務員一般職の給与改定に準じ、職員の期末

手当の額を改定するため、条例の一部を改正するもの。 

 

【内容】 

期末手当の支給月数の引き下げ（△０．０５月分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和２年度影響額        △１，２９５万１千円 

正規職員(５４２人)      △９４５万円 

（一人当たり 平均１７，４３５円) 

臨時・非常勤職員(４６７人)  △３５０万１千円 

（一人当たり 平均 ７，４９６円) 

 

【施行日】 

①公布の日 

②令和３年４月１日 

 

 現 行 
改 正 後 

令和２年度…① 令和３年度以降…② 

６月期 １．３月分  １．３月分 １．２７５月分 

１２月期 １．３月分 １．２５月分 １．２７５月分 

計 ２．６月分 ２．５５月分  ２．５５月分 
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教育部 子ども未来課 

《一部改正》 

○ 犬山市遺児手当支給条例の一部改正について（第９３号議案） 

 

【趣旨】 

新型コロナウイルス感染症等の災害発生時における遺児手当の支給申請の特例等

について定めるため、条例の一部を改正するもの。 

 

【内容】 

 犬山市遺児手当の受給資格の認定の申請、手当額の増加の届出が災害その他やむ

を得ない理由によりできなかった場合において、その理由が解消された後１５日以

内に申請等を行ったときは、手当の支給や手当の増加は申請等をすることができな

くなった日の属する月から開始、手当額の改定ができるように改める。 

 

 特例の適用例  

 

 

 

 

 

 

 

 支給開始月 説 明 

改正前 令和２年１１月 申請及び届出をした月から 

改正後 令和２年９月 
災害その他やむを得ない理由が発生し

た月から 

 

 ※愛知県遺児手当支給規則の改正（９月１日施行）に併せて一部改正するもので

あり、その他の制度である児童手当については、児童手当法第８条第３項に、

児童扶養手当については児童扶養手当法第７条第２項に、届出等の特例につい

て定められている。 

 

【施行日】 

公布の日 

 

 

 

 

 

申請 15日以内 

令和２年９月１５日　離婚
犬山市遺児手当の受給資格発生

　　　　　　令和２年９月２０日
　　　　　　　災害等発生

　　　　　　　　令和２年１１月２日
　　　　　　　　　災害等が終息

令和２年１１月１１日
受給資格認定の申請

←災害等により申請できない期間→
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健康福祉部 福祉課 

《一部改正》 

○ 犬山市心身障害者更生施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

（第９４号議案） 

 

【趣旨】 

犬山市心身障害者更生施設において実施する事業を、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）に基づき実施する事業へと変更するため、条例の一部を改正するもの。 
 

【内容】 

犬山市心身障害者更生施設において市の独自事業として実施している事業を、法

に規定する「生活介護」事業として、県の指定を受けて実施する。県の指定を受け

るためには、サービス管理責任者資格を有する者や看護職員等専門職の配置が必須

となるため、３年程前より事業者と協議していたが、今回安定した人材の確保が見

込める見通しとなった。このため県に相談をし、軽微な施設改修を施すことで、人

材の確保と合わせて指定を受ける条件が整ったもの。 

※提供されるサービスの内容に変更はない。 

【生活介護】 

 常に介護が必要な方に対し、日中に施設で主に次のことを行う事業 

① 入浴、排せつ、食事などの介護 

② 創作的活動などの機会の提供 

○財政上の効果 

  変更後、市は国の報酬算定基準による介護給付費を支払うことになり指定管理者

は下表のとおり増収となる。この介護給付費のうち３/４は、国及び県から負担金と

して市の歳入となるため、市の財政負担は減額となる。 

 現在 変更後 

指定管理者に

支払う金額 
１，３００万円 約２，５００万円（見込み) 

財源内訳 

(財源負担率) 

(市負担額) 

自主財源 

（市１０/１０） 

(１，３００万円) 

障害者自立支援給付費負担金あり 

（国１/２、県１/４、市１/４） 

(６２５万円) 

 

【施行日】 

令和３年４月１日 
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◎ 単 行 

健康福祉部 福祉課 

《指定管理者の指定》 

○ 犬山市心身障害者更生施設に係る指定管理者の指定について（第１００号議案） 

 

【趣旨】 

犬山市心身障害者更生施設の指定管理者を指定するにあたり、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

 

【内容】 

犬山市心身障害者更生施設では、平成１８年４月１日から５年間、平成２３年４

月１日から５年間、平成２８年４月１日から５年間、社会福祉法人まみずの里を指

定管理者として指定している。今回、指定管理期間が令和３年３月３１日で満了と

なることから、サービスの継続や管理経費の節減を目的として、引き続き、指定管

理者として指定をするもの。 

 

○指定管理者となる団体 

   名 称 社会福祉法人 まみずの里 

所在地 犬山市字牛岩３７番地１ 

   期 間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

 

○選定経過 

選定審議会（９月１５日） 

   ・指定管理者制度及び事業の概要説明、指定期間の実績報告 

   ・指定管理者制度のメリットを活かしつつ、施設利用者との信頼関係の観点か

ら「社会福祉法人まみずの里」を最優先候補者（特定の団体）として選定 
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５ 令和２年度１１月補正予算について 

 

○ 予算規模 

 

 総予算（企業会計を含む） 

 

 １億５，３１０万９千円を増額補正 

 補正後予算額 → ５５０億２，７２２万６千円 

 （補正予算前予算と比較して０．２８％の増） 

 

 

 一般会計 

 

 １億４，８３２万４千円を増額補正 

補正後予算額 → ３５０億８，５５０万円 

 （補正予算前予算と比較して０．４２％の増） 

 

 

 特別会計 

 

 ３００万２千円を増額補正 

補正後予算額 → １５０億７，７２９万４千円 

 （補正予算前予算と比較して０．０２％の増） 

 

 

 企業会計 

 

 １７８万３千円の増額補正 

 補正後予算額 → ４８億６，４４３万２千円 

 （補正予算前予算と比較して０．０４％の増） 

19



25,922,442 34,937,176 148,324 35,085,500

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計

6,952,266 7,050,647 △ 32 7,050,615

犬 山 城 費
特 別 会 計

230,410 191,072 0 191,072

木 曽 川 う か い
事業費特別会計

59,849 49,868 △ 4,696 45,172

介 護 保 険
特 別 会 計

5,868,841 6,306,633 7,742 6,314,375

後期高齢者医療
特 別 会 計

1,453,351 1,476,072 △ 12 1,476,060

14,564,717 15,074,292 3,002 15,077,294

水 道 事 業 会 計 1,814,284 1,815,243 △ 178 1,815,065

下水道事業会計 3,048,773 3,047,406 1,961 3,049,367

4,863,057 4,862,649 1,783 4,864,432

55,027,226

令和２年１１月定例議会　会計別補正予算額一覧表

（単位：千円）

会計名 当初予算額
補正前の
予算額

補正予算額
補正後の
予算額

※ 水道事業会計及び下水道事業会計の予算額は、収益的収支の収入額と資本的収支の支出額の
　合計額です。

一 般 会 計

特
　
別
　
会
　
計

小　計

企
業
会
計

小　計

合　計 45,350,216 54,874,117 153,109
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◎ 補正予算に計上した主な事業 

経営部 総務課 

《一般会計》 

○ 主権者教育シンポジウム開催事業（選挙管理委員会） 

補正予算要求額 ５９万円  

【補正理由】 

主権者である市民が、国や地域の問題を自分事として、自ら考え、判断し、主体的

に行動できるよう、主権者としての意識を高めるための施策を実施するため。 
 

【内容】 

 主権者教育の一つとして、民主主義の根幹である選挙及び公職選挙法を考えるシン

ポジウムを開催する。 
 

【効果】 

 シンポジウムを行うことにより、有権者の意識向上を図り、新たな時代の選挙を創

造していく足掛かりとなる。 
 

【概略スケジュール（予定）】 

 と き：令和３年２月６日（土）午後１時３０分～ 

 ところ：犬山市民交流センター（４階フロイデホール） 

 テーマ：第一部 基調講演 講師 北川 正恭氏（早稲田大学名誉教授） 

     第二部 投票率を向上させるためのパネルディスカッション 

議題 １．各種選挙の投票率を上げるためには、どうしたらよいか。 

          ２．現代の社会構造と公職選挙法にギャップはあるか。 

          ３．民主政治の成熟のためには何が必要か。 
 

【要求額の積算内容】 

＜歳出＞シンポジウムの開催費用 

  報償費   170,000円（講師・パネリストの謝礼） 

  旅費    129,620円（講師・パネリストの旅費） 

  需用費   101,500円（シンポジウム開催に伴う消耗品費・食糧費） 

  使用料   187,510円（シンポジウム会場借上料） 

   合計   588,630円 
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健康福祉部 福祉課 

《一般会計》 

○ 障害福祉サービス等給付事業（障害者自立支援給付） 

補正予算要求額 ７，４６０万円  

【補正理由】 

 障害福祉サービス費等給付事業は、国の制度として実施しており、障害福祉サービ

ス等給付費を９月末実績から年間経費を算定すると、サービス利用者や利用日数の増

加などにより障害児給付費や重度訪問介護給付費等の増加が著しく、不足する扶助費

を補正する。 
 

【内容】 

  障害児者が安心して生活するために必要なサービスにかかる経費である。 
 

【効果】 

           令和元年度    令和２年度見込   差引 

・生活介護給付費 

実人数：延日数 110人：25,605日 114人：26,407日  4人： 802日増 

・就労移行支援給付費 

実人数：延日数  26人： 1,990日  27人： 3,456日  1人：1,466日増 

・障害児給付費のうち児童発達支援 

実人数：延件数  88人： 6,950件  95人： 7,825件  7人： 875件増 

・重度訪問介護給付費 

実人数：延時間数 3人： 649時間  4人：5,615時間 1人：4,966時間増 
 
 この補正予算により障害児者へ安定したサービス提供をすることができ、障害児者

のくらしを守ることができる。 
 

【その他】 

 令和２年４月市内初の就労移行事業所が開設され近場でサービスを利用することが

可能となった。これに伴い他の事業所から変更し利用日を増やす人も出てきた。当該

事業所は新規利用者受入れのため、９月から定員を１０→２０人に増加している。 

 重度訪問介護はサービス提供できる事業所が少なく利用が限られていたが、新たな

市外事業所が参入したことにより利用する人が増えた。 

 
 

（次ページに続く） 
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【概略スケジュール】 

 国保連合会からの請求により、サービス費用の公費負担分を毎月支払う。 

 

【要求額の積算内容】 

＜歳出＞ 

             予算額①    執行見込額②    補正額②-① 

・生活介護給付費    258,000,000円  273,400,000円   15,400,000円 

・就労移行支援給付費   21,000,000円   34,500,000円   13,500,000円 

・重度訪問介護給付費   2,500,000円   20,200,000円   17,700,000円  

 小計                         46,600,000円 

・障害児給付費      74,200,000円  102,200,000円   28,000,000円 

 (こすもす園除く)                              

 合計                         74,600,000円 

＜歳入＞ 

・障害者自立支援給付費負担金 

15.1.1.1国庫負担金(1/2) 23,300,000円 16.1.1.1県負担金(1/4) 11,650,000円 

・障害児入所給付費等負担金 

15.1.1.2国庫負担金(1/2) 14,000,000円 16.1.1.2県負担金(1/4) 7,000,000円 
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経済環境部 環境課

《一般会計》 

○ 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(自然環境保全） 

補正予算要求額 １７４万円  

【補正理由】 

 地球温暖化の原因とされている二酸化炭素排出抑制のため、住宅用の太陽光発電シ

ステム、リチウムイオン蓄電池、エネルギー管理システム、電気自動車充給電設備な

どの住宅用地球温暖化対策設備導入について補助を行っている。太陽光発電設備につ

いて、FIT 制度（※）の期間が終了することで余剰電力を売電から自家消費に切り替

える家庭が増加しており、それに伴い蓄電池の申請が急激に伸びていることから、当

初予算を超えてしまうため補助金の補正を計上するもの。 

※FIT 制度(固定価格買取制度） 太陽光発電で発電した電気のうち余剰分を一定期間

固定の価格で電力会社が買取る制度 
 

【内容】 

 地球温暖化対策設備を導入する家庭に、設置に関する補助金を交付する。 

 併せて、愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入補助金を利用するため、1/4 の金額

を歳入として計上する。 
 

【効果】 

 市内の再生可能エネルギー設備が普及し自家発電することで、購入する電気量が減

少し、発電に伴う二酸化炭素の発生を抑え、地球温暖化を抑制することができる。 
 

【その他】 

 FIT 制度が始まり、太陽光パネルで発電した電気を固定価格で電力会社に販売する

住宅が増加した。 

 FIT制度の適応期間が切れる住宅が増え、FIT制度の適用除外となることで、今後、

売電価格が下がってしまうため、蓄電池を設置し、売電ではなく蓄電することで、必

要時に利用する家庭が急増している。 

 
 
 
 

（次ページに続く） 
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【概略スケジュール】 

 当初予算額は、執行済額及び申請受理相当額でほぼ執行するため、予備費を充用する

とともに、１月からは、補正予算額から補助金を交付予定。 
 

【要求額の積算内容】 

 住宅用地球温暖化対策設備導入促進補助金 

当初予算       4,900,000円 

  ・執行済み額     1,552,600円（令和 2年 10月 15日現在） 

  ・申請受理執行予定額 2,851,400円 

  執行見込み額     4,404,000円 

              ↓ 

  予算残額        496,000円 

 

 1月～3月の申請予想（今年度の月平均より算出） 

  太陽光パネル  13件×40,000円 =   520,000円 

  蓄電池     23件×50,000円 = 1,150,000円 

  HEMS       7件×10,000円 =    70,000円 

   合計                1,740,000円 

     ※県補助金にて、345,000円の歳入が見込まれる。 
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経済環境部 環境課

《一般会計》 

○ 城東中学校南側多目的広場整備事業（都市美化センター地元補償） 

補正予算要求額 ８，０３０万円  

 

【補正理由】 

 城東中学校南側多目的広場整備事業において、整備予定地２７筆（７，２９７㎡）

の土地購入費を計上するもの。 

 また、整備予定地の１筆の土地所有者から境界確認の同意が得られていないことか

ら、今後の交渉次第で当該地と隣接する整備予定地との筆界特定を法務局に申請する

可能性があるため、筆界特定委託料を計上するもの。 

 

【内容】 

 令和２年６月議会において、城東中学校南側多目的広場用地購入費として、限度額

８，０３０万円の債務負担行為を設定している。 

 今議会では、債務負担行為限度額の８，０３０万円を補正計上し、土地売買契約が

締結できた土地から所有権移転・土地の引き渡し・土地代金の支払いを行う。 

 ２７筆のうち２５筆の土地所有者とは、令和２年１２月末までに土地売買契約を締

結する見込みである。 

 また、境界確認の同意が得られない土地について、測量調査を行った土地家屋調査

士が代理人となって筆界特定申請することで、円滑に申請手続きが進められ、筆界特

定が迅速に行われる。 

 

【効果】 

 都市美化センターの設置に関する協定書に基づく地元要望が実現するとともに、城

東中学校南側に多目的広場を整備することで、グラウンドゴルフ、少年ソフトボー

ル・少年サッカーの練習、中学校部活動の練習、学校行事の際の臨時駐車場、災害時

の救援物資輸送拠点などの利用が期待できる。 

 

 

 

（次ページに続く） 
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【その他】 

 現在、契約締結の目途が立っていない２筆については、今後も取得に向けて鋭意努力

していく。 

 

【概略スケジュール】 

令和２年１２月     所有権移転登記申請 

令和３年 １月～２月  土地の引き渡し・土地代金の支払い 

 

【要求額の積算内容】 

委託料 試験調査委託料 不動産鑑定委託料  △570,000円 

筆界特定業務委託料  570,000円 

公有財産購入費 土地購入費 城東中学校南側多目的広場用地 80,300,000円 
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経済環境部 産業課 

《一般会計》 

○ 有害鳥獣駆除事業委託料（農作物等被害対策） 

補正予算要求額 １６４万５千円  

 

【補正理由】 

 イノシシやアライグマなどによる農作物被害が市内農地にて継続的に発生してお

り、被害防止を目的として一般社団法人犬山猟友会に委託し、有害鳥獣駆除を実施し

ている。今年度における１０月末時点でのイノシシ捕獲頭数は１４４頭であり、当初

予算で想定した年間の捕獲数１２０頭をすでに超過している状況である。今年度１１

月以降についてもこれまでと同程度の捕獲が見込まれることから、新たに令和２年度

におけるイノシシの捕獲頭数を２５０頭と想定し、必要な委託料を補正予算にて要求

するもの。 
 

【内容】 

 本事業は、(一社)犬山猟友会に委託し、駆除を行っている。駆除対象としているの

は農作物被害を及ぼすイノシシ、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア、タヌキ、カ

ラス、ヒヨドリ、カワウである。特にイノシシによる農作物被害や民家近くへの出没

に関する情報が多く寄せられていることから、くくりわなや箱わなによるイノシシの

捕獲を推進する必要がある。 
 

【効果】 

 有害鳥獣による農作物をはじめとした市民への被害を防止するために駆除を実施す

るもので、駆除の推進により、生息数の減少と生息範囲の縮小を図る。 
 

【その他】 

 イノシシ捕獲頭数推移 令和２年度(１０月末)：１４４頭 

令和元年度     ：１２６頭 

平成３０年度    ：１８１頭 

平成２９年度    ： ９３頭 

平成２８年度    ： ４７頭 

 
 

（次ページに続く） 
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【概略スケジュール】 

 捕獲は通年実施。これまで４半期ごとに捕獲数に応じた請求に対し支払いを実施。今

後は、令和２年１０～１２月分、令和３年１～３月分について(一社)犬山猟友会から請

求書を受領し支払うもの。 

 

【要求額の積算内容】 

有害鳥獣駆除事業委託料 
 

 イノシシ捕獲頭数 捕獲単価：12,650円 

  当初予算     120頭 1,518,000円 ① 

  令和２年度見込み 250頭 3,162,500円 ② 

  補正要求額    130頭 1,644,500円 ②-① 
 

 ※参考  

  令和２年４月～１０月末実績 144頭 1,821,600円 
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名称等

実施期間 11月21日 (土) ～ 2月6日 (土) 時間 10:00 ～ 12:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 11月29日 (日) 時間 13:30 ～ 16:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 12月1日 (火) ～ 12月27日 (日) 時間 10:00 ～ 18:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 12月1日 (火) ～ 12月10日 (木)

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 12月2日 (水) 時間 9:30 ～ 10:30

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 12月2日 (水) ～ 12月4日 (金) 時間 8:30 ～ 17:15

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 12月4日 (金) 時間 7:30 ～ 8:00

場所

担当所属

主催

犬山市委託（犬山市身体障害者福祉協会）

交通安全大監視

犬山市内一円

防災交通課

犬山市、犬山警察署

犬山市民文化会館

防災交通課

犬山市、犬山警察署

犬山市障害者作品展

犬山市役所１階市民プラザ

福祉課

犬山市

年末の交通安全県民運動

犬山市内一円

防災交通課

犬山市、犬山警察署

シートベルト・チャイルドシート関所

犬山市民健康館　さら・さくら

地域協働課

犬山男女共同参画市民会議

ドイツポスター展示

犬山市立図書館１階　　※初日は12:00から

地域協働課

６　令和３年２月末までの主な行催事

母語で子どもの教育サポート事業（母語教室）（毎週土曜日、全10回）

犬山市役所２階　会議室

地域協働課

犬山市

第2回SDGsから考える犬山市の男女共同参画
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名称等

実施期間 12月4日 (金) ～ 2月2日 (火) 時間 9:00 ～ 17:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 12月4日 (金) ～ 2月15日 (月) 時間 9:00 ～ 17:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 12月7日 (月) ～ 12月14日 (月) 時間 8:30 ～ 17:15

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 12月17日 (木) 時間 13:30 ～ 15:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 12月19日 (土) 時間 13:00 ～ 15:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 12月20日 (日) 時間 13:00 ～ 16:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 12月20日 (日) 時間 19:00 ～ 21:00

場所

担当所属

主催

オンライン

地域協働課

犬山市協働プラザ

犬山市心身障害児（者）父母の会

オンラインいぬやま子育てシェア博

オンライン

子ども未来課

犬山市

第4回フューチャーセッション＠犬山

南部公民館

文化スポーツ課

犬山市教育委員会

犬山市心身障害児（者）父母の会クリスマス会

南部公民館講堂

福祉課

犬山市教育委員会

絵画交流展

犬山市役所１階市民プラザ　　※初日は12:00から、最終日は12:00まで

地域協働課

犬山市

困難を抱えた子ども・若者支援のための研修会

犬山市文化史料館本館展示室2

歴史まちづくり課

犬山市教育委員会

犬山市文化史料館南館企画展「大からくり郷土玩具展」（前期・後期）

犬山市文化史料館南館

歴史まちづくり課

犬山市文化史料館企画展「くらしのなかの土人形」
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名称等

実施期間 12月20日 (日) ～ 1月31日 (日) 時間 9:00 ～ 17:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 12月24日 (木) ～ 12月27日 (日) 時間 9:00 ～ 12:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 1月10日 (日) 時間 12:15 ～ 16:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 1月20日 (水) 時間 13:30 ～ 15:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 1月20日 (水) 時間 19:00 ～ 21:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 2月3日 (水) 時間 13:30 ～ 15:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 2月6日 (土) 時間 14:00 ～ 16:00

場所

担当所属

主催

犬山市教育委員会

第11回子育てフォーラムＩＮ犬山

市民健康館さら・さくら交流ホール

子ども未来課

犬山市

困難を抱えた子ども・若者支援のための研修会

南部公民館

文化スポーツ課

犬山市教育委員会

第5回フューチャーセッション＠犬山

オンライン

地域協働課

犬山市協働プラザ

市民文化会館、南部公民館

文化スポーツ課

二十歳の集い実行委員会

困難を抱えた子ども・若者支援のための研修会

南部公民館

文化スポーツ課

犬山市

ロボット塾

市民交流センター（27日は9:00～16：00）

文化スポーツ課

犬山市教育委員会

犬山二十歳の集い2021

コミュニティ通訳者養成講座（毎週日曜日、全5回）

犬山市役所２階　会議室

地域協働課

32



名称等

実施期間 2月6日 (土) 時間 10:00 ～ 12:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 2月13日 (土) 時間 10:00 ～ 11:30

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 2月13日 (土) 時間 14:00 ～ 16:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 2月14日 (日) 時間 14:00 ～ 17:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 2月20日 (土) 時間 19:00 ～ 21:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 2月20日 (土) ～ 2月21日 (日) 時間 9:45 ～ 15:45

場所

担当所属

主催 犬山市教育委員会

オンライン

地域協働課

犬山市協働プラザ

優秀映画鑑賞推進事業「名作シネマ鑑賞会」

犬山市南部公民館

文化スポーツ課市民文化会館

犬山市教育委員会　、犬山ロータリークラブ

母語で子どもの教育サポート事業（教育相談会、母語教室発表会）

犬山市役所２階　会議室

地域協働課

犬山市

第6回フューチャーセッション＠犬山

エナジーサポートアリーナ

福祉課

犬山市委託（犬山市心身障害児（者）父母の会）

図書館記念講演会（演題未定）講師：赤木かん子氏

南部公民館　講堂

文化スポーツ課
図書館

犬山市心身障害者（児）運動会

オンライン

高齢者支援課

犬山市

タウンミーティング～認知症高齢者をどう地域で見守るか～
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